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　わが国では，現在，がんによる死亡が年間 30 万人を超えており，死因の第 1
位となっています。今後，さらに高齢化が進展することなどから，がん医療の一
層の充実を図り，国民の生命および健康を守ることが求められております。
　このような現状認識の下，平成 19 年 4 月に「がん対策基本法」が施行され，
また同法に基づいて同年 6 月には「がん対策推進基本計画」が策定されたことを
踏まえ，日本医師会では，がん対策推進委員会（委員長：垣添忠生  国立がんセ
ンター名誉総長）を設置し，がん対策をより一層推進していくこととしていま
す。
　このたび，「がん対策推進基本計画」の重点課題のひとつに掲げられている

「治療の初期段階からの緩和ケアの実施」を推進し，がん患者およびその家族の
苦痛の軽減ならびに療養生活の質の維持向上に資するため，がん対策推進委員会
緩和ケア小委員会（小委員長：江口研二  帝京大学医学部内科学講座教授）が中
心となり，厚生労働省の委託事業として，『がん緩和ケアガイドブック』を作成
いたしました。
　本冊子は，実際に緩和ケアを提供する場で広くご活用いただけるよう，がん患
者の緩和ケア全般について解説しています。また，平成 20 年度より都道府県，
がん診療連携拠点病院等が主催して全国で開催される予定の「がん診療に携わる
医師に対する緩和ケア研修会」で，テキストとして使用することも想定した内容
となっています。がん医療の水準の向上が図られ，がん患者が可能なかぎり快適
な療養生活を過ごせるようになることを期待したいと思います。
　あらためまして，本冊子の刊行にあたり，ご執筆いただいた先生方をはじめ関
係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
　
　平成 20 年 3 月

　
日本医師会会長　唐　澤　　祥　人



iv

目　次

序（唐澤祥人）

Ⅰ　はじめに

　１．目　的　� 　1

　２．本書の見方・使い方　� 　1

　３．用語と解説　� 　4

　４．緩和ケアとは　� 　8

　５．日本人にとって望ましいクオリティオブライフとは　� 　11

　６．日本人が希望する療養場所　� 　12

　７．日本人が希望する余命告知　� 　12

　８．緩和ケアを専門的に提供する機関　� 　13

Ⅱ　症状マネジメント

　１．評　価　� 　14

　　（1）症状の評価　� 　14

　　（2）疼痛の評価　� 　16

　２．疼　痛　� 　20

　　（1）NSAIDs の開始　� 　22

　　（2）オピオイドの導入　� 　26

　　（3）残存・増強した痛みの治療　� 　34

　　（4）オピオイドの副作用対策　� 　42

　　　ａ　嘔気　� 　42

　　　ｂ　便秘　� 　44

　　　ｃ　眠気　� 　46

　　　ｄ　せん妄　� 　48

　　（5）疼痛マネジメントのスキル　� 　50

　　　ａ　オピオイドローテーション　� 　50

　　　ｂ　オピオイド力価表　� 　52

　　　ｃ　経口オピオイドを内服できなくなったときの対処　� 　53

　　　ｄ　鎮痛補助薬の使い方　� 　54

　３．呼吸困難　� 　56

　４．消化器症状　� 　62

　　（1）嘔気嘔吐　� 　62

　　（2）食欲の低下　� 　66

　５．倦怠感　� 　68

　６．気持ちのつらさ　� 　70

　７．せん妄　� 　76



�

Ⅲ　�緩和ケアのスキル

　１．ステロイドの使い方　� 　82

　２．高カルシウム血症の治療　� 　83

　３．持続皮下注射　� 　84

　４．皮下輸液　� 　86

Ⅳ　コミュニケーション

　１．悪い知らせを伝える方法　� 　88

　２．悪い知らせを受けた患者・家族に対応する　� 　90

　３．緩和ケアの専門家を紹介する　� 　92

Ⅴ　資　料

　１．薬剤の一般名と代表的な商品名の対照表　� 　96

　２．よくある質問一覧　� 　98

　３．参考文献　� 　99

あとがき（内田健夫）　� 　100





�

Ⅰ
は
じ
め
に

Ⅱ�

Ⅲ�

Ⅳ�

Ⅴ�

Ⅰ　はじめに
1．目　的
　『がん緩和ケアガイドブック』は，入院や外来，在宅などで，がん患者の緩和
ケアを行う医師にとって「臨床ですぐに使える手引書」となることを目的として
作成した。

2．本書の見方・使い方
（1）表記について
◦�「Ⅱ症状マネジメント」の主な項目では，左ページで図を使って段階的に治療

の進め方を示し，右ページで解説や処方例を示した。
◦�「よくある質問」では，臨床場面でよくみられる状況の対処方法について示し

た。

評
価

治
療

治
療
目
標

診断，症状の程度，病態の評価方法について記載しています

段階的に治療方針について記載しています

・治療目標，効果の判定期
　間，コンサルテーション
　の基準を記載しています
・効果判定はSTEPごとに
　行ってください

よくある質問  1

よくある質問  2

よくみられる状況の対処
方法について記載してい
ます
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◦�内容によって以下のように項目の色を統一して示している。

評価：オレンジ色
治療・処方例：緑色
治療目標とコンサルテーション：むらさき色
: 参照する項目　　

◦��本書においてコンサルテーションとは，症状緩和に関する専門家（緩和ケアチ
ーム，緩和ケアを専門とする医師，ペインクリニックの麻酔科医，がん治療
医，精神科医など）に相談することを指す。相談先がわからない場合は，最寄
りのがん診療連携拠点病院の相談支援センターに問い合わせるとよい。

（2）薬物療法について
◦��外来・在宅で使用されることを想定し，薬物の注射による投与については，詳

細な記述を行っていない。必要な場合はコンサルテーションをするか，成書で
確認されたい。

◦��処方例は原則として，薬剤の一般名（規格単位），用量，用法の順に記載し
た。オピオイドに関しては，オキシコドン製剤（オキシコチンⓇ，オキノー
ムⓇ）と硫酸モルヒネ徐放製剤（MS コンチンⓇ，カディアンⓇ）のみ，誤薬を
防ぐため商品名を併記した。

　（内服薬の例）　プロクロルペラジン（５mg）　３錠　分３
　　　　　　　　　�プロクロルペラジン規格単位５mg の錠剤を１日３錠，分３

にて投与する
　（注射薬の例）　ハロペリドール（５mg/A）　0.3A　皮下注
　　　　　　　　　�ハロペリドール注射薬（１アンプル＝５mg）を 0.3A，皮下注

する
　（坐薬の例）　　�塩酸モルヒネ坐薬（10mg）３個 /日　分３（８時間ごと）
　　　　　　　　　�塩酸モルヒネ坐薬規格単位 10mg の坐薬を１日３個，分３に

て８時間ごとに投与する
◦��薬物療法については学会や専門家などが推奨する薬剤や用量が記述されてお

り，健康保険で認められている適応（適応症）や常用量と異なる場合がある。
保険適応外薬剤の使用については，十分に注意を要する。

◦��薬物療法に関する情報は日々変化するため，薬剤の使用にあたっては，添付文
書などで確認のうえ，常に最新のデータにあたり使用する。

◦��投与量は，成人，50kg の標準的な体格の患者を想定している。体格の小さい
患者，高齢者，全身状態が不良な場合は減量して使用する。

◦��非オピオイド鎮痛薬は，主に NSAIDs（非ステロイド性消炎鎮痛薬）とアセト
アミノフェンを指すが，簡便のため一括して NSAIDs と表記したところがあ
る。
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（3）その他
◦��血液検査，画像検査などについて記載されているが，患者が治療を受けている

療養環境に応じて，必ず行わなければいけないものではない。
◦��コミュニケーション例を挙げているが，コミュニケーションは言葉のみで成り

立つものではなく，態度・行動・語調により同じ言葉を使用しても伝わり方は
異なる。また，コミュニケーションの例はあらゆる場面に適用できるものでは
ないため，コミュニケーション・スキル・トレーニングなどの研修を受けると
よい。
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3．用語と解説

用語 解説

アカシジア 静座不能症とも呼ばれ，文字通り，じっと座っていることができなくなる
状態で，下肢や全身のムズムズ感などの不快感を伴うことが多い。錐体外
路系の関与が示唆されているが，病因ははっきりしていない。抗精神病薬
などドーパミン受容体を遮断する薬物の副作用として発現することが多
い。以下の症状がみられるときに疑う。座ったままでいられない，じっと
していられない，下肢の絶え間ない動き・足踏み，姿勢の頻繁な変更。

オピオイド オピオイド受容体と親和性を示す化合物の総称。アヘンが結合するオピオ
イド受容体に結合する物質として命名。アヘンに含まれるものとしてはモ
ルヒネ，コデインなどがあり，これらをもとに合成したものとしてはオキ
シコドン，フェンタニルなどが医薬品として用いられる。

オピオイド
ローテー
ション

オピオイドの副作用などにより治療に限界が生じたり，もしくは十分な除
痛ができなくなったとき，投与中のオピオイドから他のオピオイドに変更
することをいう。

がん性悪液
質

悪性腫瘍の進行に伴って，栄養摂取の低下では十分に説明されないるいそ
う，体脂肪や筋肉量の減少が起こる状態を指す。栄養を十分に供給しても
患者の体重の増加につながらない状態となる。

緩和ケア
チーム

主に一般病棟の入院患者を対象とし，身体症状の緩和を専門とする医師，
精神症状の緩和を専門とする医師，緩和ケアの経験を有する看護師，緩和
ケアの経験を有する薬剤師などにより，苦痛やつらさの緩和を行うコンサ
ルテーションチームのこと。厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
る場合には，地方社会保険事務局長に届け出たうえで，緩和ケア診療加算
を算定できる。苦痛緩和は終末期のみではなく，抗がん剤や放射線などの
がん治療を行っている時期から行われる。がん診療連携拠点病院では，緩
和ケアチームなどによる緩和医療の提供体制の整備が義務づけられている。

緩和ケア
病棟

主にがん患者を対象とした，痛みや苦痛をとり，患者・家族の意向を尊重
して治療やケアを行うことを目的とした病棟。緩和ケア病棟で症状を緩和
して自宅に退院することも可能であり，終末期患者のみが対象となる病棟
ではない。

希死念慮 一般的には，自ら死を望む状態を指す。「このまま死ぬことができればいい
な」「こんなに痛いのなら死んだほうがましだ」といった軽度のものから，
「機会さえあればすぐにでも自殺したい」といった強いものまで幅広い状態
がある。
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用語 解説

抗精神病薬 抗精神病薬はもともと，主として統合失調症をはじめとした精神病様状態
（幻覚・妄想，興奮など）に対して開発された薬剤であり，メジャートラン
キライザー，神経遮断薬とも呼ばれている。その主たる作用は，抗幻覚・
妄想作用や鎮静作用であるが，これらの薬剤は制吐作用をはじめとしたそ
の他の薬理作用も有することから，緩和ケアにおいて頻度の高い身体症状
（嘔気など）や精神症状（せん妄など）の緩和にも使用される。抗精神病薬
には，ハロペリドール，クロルプロマジン，リスペリドン，オランザピン
などが含まれる。

コンサルテ
ーション

本書においては，症状緩和に関する専門家（緩和ケアチームや緩和ケアを
専門とする医師，ペインクリニックの麻酔科医，がん治療医，精神科医な
ど）に相談することを指す。

在宅療養支
援診療所

2006年に診療報酬上位置づけられた。病院や他の診療所，訪問看護ス
テーション，介護サービスなどと連携して，がん患者の緩和ケアを含む，
自宅療養の支援を提供する診療所を指す。24時間連絡を受ける医師または
看護職員が配置されている。患者の必要に応じて，24時間往診が可能な体
制が確保されている。

錐体外路
症状

錐体外路とは，中枢神経系のうちで錐体路系，小脳系以外の領域で運動に
関係している領域をいう。実際的には，大脳基底核を中心とする一群の構
造をいい，姿勢の保持の統合，調節などに関与している。錐体外路症状と
は，脳内の錐体外路系の神経機構が障害されることにより発現する症状で
あり，代表的なものは，パーキンソニズムでみられる手指振戦，無動，筋
強剛などである。緩和ケアの領域では，ドーパミン受容体を遮断する薬剤
（ハロペリドール，プロクロルペラジンなど）によって生じる薬物誘発性パ
ーキンソニズムの出現頻度が高い。

せん妄 せん妄は，軽度ないし中等度の意識混濁に興奮，錯覚や幻覚・妄想などの
認知・知覚障害を伴う意識障害であり，症状が1日のうちで変動する。さ
まざまな身体状態（たとえば肝不全，呼吸不全，感染症）や薬剤などによ
り脳の機能が低下した結果出現する脳器質性の精神障害である。たとえ
ば，周囲の状態や自分の状況をよくわかっていない，時間や場所を間違え
る，人や虫が見える，ありもしないことを話す，ぼおっとしている，昼夜
逆転するなどの症状がみられる。

中毒（麻薬
中毒）

中毒の診断基準はまだ統一されていないが，本書では以下のような特徴を
もつ心理的，行動的な症候群と定義する。
1．�薬物に対する極度の欲求と，それを持続的に使用できることに関する
抗し難い心配

2．強迫的な薬物使用の証拠がある。たとえば以下が挙げられる
　a．目的なく薬物を増量する
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用語 解説

　b．明らかな副作用にもかかわらず使用量を減らさない
　c．標的とした症状の治療以外の目的で薬物を使用する
　d．症状がないときに薬物を不適切に使用する
かつ /または
3．以下の一連の関連する行動が一つ以上みられる
　a．�薬物を手に入れるために，処方する医師や医療システムを巧みに操作

する（たとえば，処方箋を改ざんする）
　b．他の医療機関もしくは非医療機関から薬物を手に入れる
　c．薬物を蓄えている
　d．�他の薬物の不適切な使用（たとえば，アルコールや鎮静薬 /催眠薬を

乱用する）

鎮痛補助薬 主要な鎮痛薬に追加されて，さらに鎮痛を改善させる薬剤である。それら
自身もまた単独で鎮痛薬（たとえば帯状疱疹後神経痛の治療に用いられる
三環系抗うつ薬）として用いられることもある。また，WHOの3段階除
痛ラダーの，どのステップにも追加することができる。よく用いられる薬
剤としては抗けいれん薬，抗うつ薬，局所麻酔薬，NMDA受容体拮抗薬な
どがある。

突出痛 疼痛はパターンで分類すると，持続痛（persistent pain）と突出痛
（breakthrough pain）がある。突出痛は，普段の（安定している）痛み
を上回って生じる痛みで，定期的なオピオイドの投与をうけているがん患
者の約70％に生じる。著しくQOLを低下させるため，持続痛と異なる治
療方針が必要である。突出痛には骨転移などによる体動時痛（incident 
pain），痛みを引き起こす原因が特定できない突発的に生じる痛み
（idiopathic pain），定期的な鎮痛薬の切れ際の痛み（end-of-dose 
pain）などがある。突出痛の定義は国際的に定まってはいないため，本書
では，間欠的に起こる中等度から高度の痛みで，しばしば除痛の安定して
いる患者に発生すると定義した。

非オピオイ
ド鎮痛薬

オピオイド以外の鎮痛薬の総称。一般的にはNSAIDs（non steroidal 
anti－inflammatory drugs：非ステロイド性消炎鎮痛薬）とアセトアミノ
フェンのことを指す。

開かれた
質問

open-ended question：「はい」「いいえ」で回答することができず，受
け手の自由な応答を促す質問のこと。例：質問「一番困っていることは何
ですか？」，回答「背中の痛みに困っています」
逆に閉じられた質問（close-ended question）は，「はい」「いいえ」で
しか答えられない質問のこと。例：質問「痛みはありますか？」，回答「は
い」
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用語 解説

レスキュー 疼痛時に臨時に追加する臨時追加投与薬（レスキュー・ドース）のこと，
いわゆる頓用薬。

NRS Numeric Rating Scale：「症状がまったくないを0，これ以上ひどい苦痛
が考えられないくらいの症状を10」として，症状の強さを11段階で表
現する測定方法。

PCA 患者自己管理鎮痛法（patient controlled analgesia）のこと。たとえ
ば，鎮痛薬の追加分をあらかじめ処方し，患者自身が管理することで疼痛
時に臨時追加投与（レスキュー）が可能であるようにしておくこと，疼痛
時に患者が自己管理する追加注入ボタンを押すことにより，鎮痛薬が入っ
た輸液ポンプから一定量の鎮痛薬が入るようにしておくこと，などが挙げ
られる。

SSRI うつ病や不安障害に用いられる選択的セロトニン再取り込み阻害薬
（selective serotonin reuptake inhibitors）のことを指す。抗うつ薬
は，脳内神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンのシナプス間
隙における再取り込みを阻害することにより，その作用を発揮すると考え
られているが，当初開発された三環系抗うつ薬は，その他の神経伝達物質
にも影響を及ぼすため，抗コリン症状をはじめとした副作用（たとえば口
渇，便秘など）が高頻度にみられた。このため，抗うつ効果を有しなが
ら，副作用が少ない抗うつ薬として開発されたのが，SSRI や SNRI であ
る。これらは，選択的にセロトニンやノルアドレナリンに対して作用する。
SSRI は，三環系抗うつ薬などに比べて，抗コリン作用が少ない一方で，
嘔気，焦燥などのセロトニン作動性の副作用を有する。わが国では，現
在，フルボキサミン，パロキセチン，セルトラリンという3種類のSSRI
が使用可能である。

SNRI 抗うつ薬であるセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬
（serotonin noradrenalin reuptake inhibitors）のことを指す。SNRI は
SSRI 同様，三環系抗うつ薬などに比べて，抗コリン性の副作用が少ない
一方で，嘔気などのセロトニン作動性および排尿障害などのノルアドレナ
リン性の副作用を有する。わが国では，現在，ミルナシプランのみが使用
可能である。

WHO
ラダー

WHO（世界保健機関）の3段階除痛ラダーのこと。1986年にWHOか
ら出版された冊子『がんの痛みからの解放』で紹介された，WHO方式が
ん性疼痛治療法の骨子をなすものの一つ。がん性疼痛における薬剤の選択
を，痛みの強さと薬の効力に応じて段階的に示したものである。
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4．緩和ケアとは
（1）緩和ケアとは何か？
�　WHO（世界保健機関）は，2002 年に緩和ケアを以下のように定義している。

　�　生命を脅かす疾患に伴う問題に直面する患者と家族に対し，疼痛や身体
的，心理社会的，スピリチュアルな問題を早期から正確にアセスメントし解
決することにより，苦痛の予防と軽減を図り，生活の質（QOL）を向上させ
るためのアプローチである。

　
�　緩和ケアとは，生命を脅かす疾患に伴う痛みをはじめとする身体のつらさ，気
持ちのつらさ，生きている意味や価値についての疑問，療養場所や医療費のこと
など，患者や家族が直面するさまざまな問題に対し援助する医療のことである。
�　また緩和ケアは，病気の時期や治療の場所を問わず，いつでもどこでも提供さ
れる必要がある。従来，緩和ケアは「看取りの医療」ととられがちであった。し
かし，2002 年の WHO の定義では，「身体や心のつらさ」に焦点があてられてい
る。これにより，がんが進行した患者だけではなく，がんと診断された患者が可
能な限り快適に過ごすために，がんの痛みをはじめ，さまざまな症状を和らげる
緩和治療が，早期から行われることが重要であると考えられてきている。
�　2007 年に施行されたがん対策基本法の中で，生活の維持・向上のために，治
療の早期から緩和ケアが適切に導入されることの重要性が述べられている。具体
的に「緩和ケアが必要な時期」とは，患者・家族が何らかの苦痛や心配をもち，
解決が必要になったときであり，そのときが緩和ケアの開始時期である。緩和ケ
アを施行するかどうかは，患者の状態が「終末期」であるから，がん治療中であ
るから，という状態によって決まるのではなく，患者に「苦痛」があるかどうか
という点が重要である。

　　　　

抗がん治療
緩和ケア

診断時 死亡

（「WHO：Cancer Pain Control」より抜粋）

抗がん治療 緩和ケア

診断時 死亡

従来のがん医療のモデル

理想的ながん医療のモデル
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�　詳細は，国立がんセンターがん対策情報センター（がん情報サービス）のホー
ムページ（http:／／ganjoho.ncc.go.jp／）などを参照されたい。

（2）緩和ケアがなぜがん医療で重視されているのか ?
�　がんに伴う痛みや心の悩みなどの苦痛の緩和が不十分で，患者や家族の希望す
る場所で安心して生活することが難しいと考えられているためである。詳細につ
いては，がん対策のための戦略研究「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」

（http://gankanwa.jp/）を参照。

�    a） 緩和ケアを行っている専門的な機関が少ない 

�　緩和ケアを専門的に提供する機関としては，緩和ケアチームやホスピス･緩和
ケア病棟などがある。日本では，このような緩和ケアを専門的に提供する機関を
利用しているがん患者は 10% 以下にすぎない。しかし，イギリスでは 70% 以上
の患者が緩和ケアチームを，米国でも多くの患者が在宅のホスピスケア・プログ
ラムを利用している。保険制度が異なるため単純に比較はできないが，わが国で
は，十分な緩和ケアを受けている患者が少ないことが推定される。 

    b） 痛みの治療で使われる医療用麻薬（オピオイド）の消費量が少ない 

�　オピオイドは，安全で有効な痛みの治療薬である。しかしながら，わが国のオ
ピオイドの消費量は，アメリカ，カナダ，ドイツ，オーストラリア，フランス，
イギリスと比較して少なく，最も消費量の多い米国と比較すると 1／50，イギリ
スと比較しても 1／7 と少量である。保険適応や人種差などを考慮しても，わが
国では，患者の痛みが十分に和らげられていないことが推定される。 
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（3）�緩和ケアについて詳しく知りたいとき・専門家のアドバイスを求めたいと
きは？

�　がん診療連携拠点病院に緩和ケアチームとがん相談支援センターが設置されて
おり，相談窓口が用意されている。最寄りのがん診療連携拠点病院は国立がんセ
ンターがん対策情報センター（がん情報サービス）のホームページ内（http://
ganjoho.ncc.go.jp/pub/hosp_info/index_01.html）で調べることが可能である。

※医療用麻薬消費量は，がんに対する使用のみでなく，すべての疾患に対する消費量を示して
　いる。

医療用麻薬消費量の国際比較（2004～2006年）


